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令和８年４月１７日

	１．応援券概要


　
　１）応援券有効期間（取扱登録店での使用期間）
　　　　　令和８年８月３１日（月）まで
　　　　　※令和８年５月１８日頃に発送予定で、届き次第使用可能としています。
　
　　２）応援券の使途
取扱登録店の物品又は役務の提供に使用できますが、以下の取引は対象外です。
　　　　   ①　税金、保険料及び電気・水道・ガス・電話料金の支払い。
　　　　  ②　医療保険、介護保険等の一部負担金（処方される医薬品に係るものを含む。）の支払い。
③　不動産、有価証券及び金融商品の購入。
④　金券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属その他換金性の高いものの購入。
⑤　たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこの購入。
⑥　事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入。
⑦　特定の宗教又は政治団体に関わる取引。
⑧　換金及び金融機関への預け入れ。
⑨　公序良俗に反する取引その他市長が不適当と認める取引。
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　　３）登録店の取り消し
　　　　　次に掲げる行為をした場合、登録店の取り消し措置を行うことがあります。
1 応援券の受取りを拒否すること。
2 使用された応援券を再利用すること。
　　　　　 その場合、登録店に損害が生じても発行者はその賠償は負いません。

　　４）登録店の責務及び注意事項
①　下記の疑いがある場合は速やかに市産業支援センターに報告すること。
　　　　　　  応援券の譲渡、交換及び売買。
　　　　　    応援券の偽造を発見した場合。
②　著しく破損、汚損している応援券は、受領を拒否すること。また、請求までの間、適切に保管すること。　
③　自らの事業上の取引（商品の仕入れ等）に使用しないこと。
④　登録事業者であることが明確になるよう、市が交付するステッカーを、利用者が　分かりやすい場所に掲示すること。
⑤　上記３）登録の取消しに伴い、交付済額の返還を求められた場合は、速やかにこ　　れに従うこと。
⑥　応援券の取扱いの誤り、使用期限又は換金期限の誤り、受領後の破損、汚損、紛　　失、盗難等の損失が生じた場合、発行者はその責任を負いません。

　  ５）見本券
　　　　見本券を同封しておりますのでご確認ください。
　　　　偽券防止の為、以下の対策をしております。
　　　　・囲い・益田市章・ツヤ
　　　　以上の対策はコピー等をすると消えたりします。

	２．換金手続きについて



１）換金手順（手続）
　　・換金請求は取扱登録店のみ行うことができます。
・換金請求書に必要事項を記載し、応援券を添えて益田商工会議所又は美濃商工会（本所、匹見支所）へ提出してください。
・応援券が複数の場合は、必ず封筒に入れて提出してください。
・地元応援券と共通券どちらも使える店舗では、地元応援券と共通券を分けて提出して　ください。
　・使用済み応援券は、必ず裏面にチェックしてください。
　　※詳細は別紙をご確認ください。
　　・確認後、市産業支援センターより登録申し込み書で登録した口座へ振り込みます。

・換金の請求は、令和８年９月３０日(水)まで受け付けます。
※ 換金期限を過ぎると、換金はできませんので、ご注意ください。
　　
・口座振込みは約１ヶ月に２回を予定しています。
　　　　５月２９日　までの受付分　　　６月１０日　振込予定日
　　　　６月１５日　　　〃　　　　　　６月２５日　　　〃
　　　　６月３０日　　　〃　　　　　　７月１０日　　　〃
　　　　７月１５日　　　〃　　　　　　７月２４日　　　〃
　　　　７月３１日　　　〃　　　　　　８月１０日　　　〃
　　　　８月１７日　　　〃　　　　　　８月２５日　　　〃
　　　　　８月３１日　　　〃　　　　　　９月１０日　　　〃　
　　　　　９月１５日　　　〃　　　　　　９月２５日　　　〃
　　　　　９月３０日　　　〃　　　　　１０月１５日　　　〃　　　


	３．その他



・「換金請求書」等の様式データは、益田市公式ウェブサイト（産業支援センター）でご確認ください。
　　・その他、ご不明な点があれば下記のお問合せ先にご連絡下さい。


	４．問い合わせ先



【事業全般について】
　益田市　産業経済部産業支援センター
　　　〒　 ６９８－８６５０　益田市常盤町1番1号
　　　TEL　０８５６（３１）０３４１　　FAX　０８５６（２２）０４３７

【換金手続きについて】
　益田商工会議所　　　  益田市元町１２番７号　　　　 　　 TEL　０８５６（２２）００８８
　美濃商工会（本所）　  益田市美都町都茂１８０９-２　　　 TEL　０８５６（５２）２５３７
美濃商工会（匹見支所）益田市匹見町匹見イ１２６０　　    TEL　０８５６（５６）０２２０















ますだ生活応援券　換金手続き（補足）



応援券の裏面にある「登録店使用欄」については、次のとおりとします。
いずれの方法でも構いません。
使用済であることを確認します。
【登録店の名称】


スタンプでも大丈夫です。
【登録店の名称】

✓
【登録店の名称】

●●株式会社

